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7月17日（土）・18日（日）

　上尾夏まつり実行委員会では、毎年恒例の「上尾夏
まつり」を開催します。17日は町内みこしの渡

と

御
ぎょ

、18
日は正午から8町内のみこしの渡御や山車・引き太鼓
の巡行などを行います。
▶とき　7月17日（土）・18日（日）　
▶ところ　ＪＲ上尾駅周辺　
　⇨上尾夏まつり実行委員会
 （上尾商工会議所内、 773－3111・ 775－9090） 山車に明かりがともり一層にぎやかに

熱気あふれるみこしの渡御

華麗に舞うバトントワラー

大人も顔負けに踊る子どもたち

「夏だ！　祭りだ！」

駅前で阿波踊りの披露

上
尾
の
夏

上
尾
の
夏
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7月18日（日）

　平方のどろいんきょは、平方上宿地
区で悪疫退散・五穀豊

ほう

穣
じょう

を祈願して白
木造りの「いんきょみこし」を若衆たち
が担ぎ回り民家の庭などで転がし、水
をまいてどろどろになりながら激しく
もみ合う勇壮な祭りです。

▼とき　7月18日（日）午後１時～

▼ところ　八枝神社（平方）周辺　

▼交通　JR上尾駅西口から、東武バ
ス平方方面行きで「平方」バス停下車、
または市内循環バス‶ぐるっとくん"
「平方循環」「東西循環」で「平方神社前」
バス停下車　
　⇨生涯学習課( 775－9496・ 776
－2250)

　

あ
げ
お
花
火
大
会
実
行
委
員
会
で

は
、
こ
と
し
も
夏
の
夜
の
風
物
詩「
あ

げ
お
花
火
大
会
」を
盛
大
に
開
催
し
ま

す
。
夜
空
を
華
や
か
に
彩
る
花
火
を
見

な
が
ら
、
夏
の
思
い
出
を
つ
く
っ
て
く

だ
さ
い
。

▶

と
き  

７
月
31
日（
土
）午
後
７
時
〜

（
雨
天
／
８
月
７
日〈
土
〉に
順
延
）

▶

と
こ
ろ　

平
方
地
内
の
荒
川
河
川
敷

※
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
車
で

の
来
場
は
な
る
べ
く
ご
遠
慮
く
だ
さ

い
。
駐
車
場
は
、
市
観
光
協
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.ageo-kankou.

com
/

）を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
Ｊ
Ｒ
上
尾
駅
西
口
か
ら
会
場
近
く
ま

７
月
31
日（
土
）

で
、
午
後
４
時
か
ら
随
時
、
臨
時
バ
ス

（
有
料
）を
運
行
し
ま
す
。
路
線
バ
ス
も

交
通
規
制
区
域（
右
図
参
照
）に
は
入
れ

ま
せ
ん
。

　

⇩
あ
げ
お
花
火
大
会
実
行
委
員
会

（
市
観
光
協
会
内
、

7
7
5-

5
9
1

7
・

7
7
5-

5
0
2
4
）

上尾の夜空を彩る花火（下部の光跡は開平橋）

泥だらけで激しくもみ合う若衆

「いんきょみこし」に乗った歌舞伎役
者に扮（ふん）した人（平成18年撮影）

逆さまにした「いんきょみこし」の上で
「ひょっとこ踊り」を披露

※
写
真
は
、
一
部
を
除
き
昨
年
撮
影
し
た
も
の
で
す

県選択・市指定　無形民俗文化財

あ
げ
お

花
火
大
会

あ
げ
お

花
火
大
会
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2011年
7月24日正午に終了アナログ放送

地上放送 す
べ
て
の
テ
レ
ビ
放
送
は

デ
ジ
タ
ル
へ
！！

2003年12月 2006年 2011年 7月24日(日)正午

デジタル放送
関東・中京・近畿の
三大都市圏の一部から、
サービス提供開始

2006年12月全国県庁所在地で放送
を開始、さらに範囲を拡大中

アナログ放送終了まであと1年

地上デジタル放送を視聴するには？

2011年7月24日（日）正午にアナログ放送は終了

●総務省地デジコールセンター
　 0570-07-0101（ナビダイヤル）
　※IP電話など、上記番号でつながらない場合は、下記の番号へ

　 03-4334-1111
　　　　　月 ～ 金 曜 日午前9時～午後9時
　　　　　土・日曜日、祝日午前9時～午後6時

●総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ）
　ホームページ　http://digisuppo.jp/
●総務省埼玉県テレビ受信者支援センター　
　（デジサポ埼玉）
　相談電話　 610-8080

従来のアナログテレビは、そのままでは、デジタル放送を見ることができません。

地上デジタルチューナーを買
い足し、現在使用しているア
ナログテレビに接続する

※ＵＨＦアンテナの設置が別に必要な
場合があります。

C
A
T
V

地上デジタル放送対応済みの
ケーブルテレビに加入する

※ケーブルテレビの利用には、加入契
約料・工事費・月額利用料などの費用
が掛かります。

　地上デジタルテレビ放送をご覧いただくために、無料
相談会を開催します。相談会では地デジ受信・視聴の個
別相談を承りますのでこの機会にご相談ください。
▶ところ・とき　①市役所本庁舎１階市民ホール・7月
１日（木）～6日（火）午前10時～午後４時、21日（水）～31
日（土）午前10時～午後4時（土・日曜日を含む）②JR上尾
駅自由通路・7月7日（水）～20日（火）午前10時～午後4
時（土・日曜日、祝日を含む）
▶申し込み　当日、直接会場へ
　⇨デジサポ埼玉相談会グループ（ 815-5820)

　デジサポでは、集合住宅の共聴施設が地上デジタル
放送に対応しているかどうかの確認を無料で実施して
います。
　集合住宅に住んでいる人で地上デジタル放送対応か
どうか不明な場合は、所有者などに相談の上ご利用く
ださい。
▶とき　8月31日（火）まで
▶申し込み・問い合わせ　総務省テレビ受信者支援セ
ンター統括本部集合住宅キャンペーン事務局（ 03-57
38-5347､ ホームページ  http://www.digisuppo.jp/
chidigi_campaign/）

問い合わせ

地上デジタル放送対応のテレビ
に買い換える

※ＵＨＦアンテナの設置が別に必要な
場合があります。

地上デジタルテレビ放送
無料相談会を開催

集合住宅の地上デジタル放送
対応状況の無料確認を実施中

　これらの準備で「何をすればよいか分からない」「テレビを買ったのにデジタル放送を受信できない」という人は、下記へ
問い合わせるか、総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ）のホームページをご覧ください。 

受付時間

※アナログ放送は、通常の放送が2011年6月30日(木)に終了し、7月1日（金）からの放送終了のお知らせ画面の表示を経て、7
月24日正午にすべての放送が終了（完全停波）する予定です。

Ⓒ日本民間放送連盟2009
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既
存
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・

耐
震
改
修
費
用
を
補
助

建
築
指
導
課　

７
７
５-

８
４
９
０

　

７
７
５-

９
８
７
２

　

木
造
住
宅
の
地
震
に
対
す
る
安
全
性
を

向
上
さ
せ
、
地
震
に
強
い
住
宅
の
整
備
を

進
め
る
た
め
、
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断

（
一
般
診
断
・
精
密
診
断
）や
耐
震
改
修
を

実
施
す
る
人
に
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。

●
耐
震
診
断

▼
対
象
建
築
物　

木
造
住
宅
で
昭
和
56
年

５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ
た
戸
建
て
住

宅
ま
た
は
兼
用
住
宅
で
次
の
①
〜
③
に
該

当
す
る
も
の

①
補
助
対
象
者
本
人
ま
た
は
そ
の
２
親
等

以
内
の
親
族
が
所
有
し
て
い
る

②
在
来
軸
組
工
法
か
枠
組
壁
工
法
に
よ
っ

て
建
築
さ
れ
た

③
階
数
が
２
以
下

※
建
築
基
準
法
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

▼
補
助
対
象　

対
象
建
築
物
に
居
住
し
、

市
税
を
完
納
し
て
い
る
人　

▼
補
助
金
額　

耐
震
診
断
費
用
の
２
分
の

１
の
額（
予
算
の
範
囲
内
で
、
２
万
５
、

０
０
０
円
を
限
度
）

▼
耐
震
診
断
を
す
る
人　

建
築
士
法
の
規

定
に
よ
り
登
録
を
受
け
て
い
る
建
築
士
事

務
所
か
建
設
業
法
に
規
定
す
る
建
設
業
者

に
所
属
す
る
一
級
・
二
級
建
築
士
と
木
造

建
築
士　

▼
補
助
対
象
の
耐
震
診
断　
（
財
）日
本
建

築
防
災
協
会
の「
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断

と
補
強
方
法
」ま
た
は
同
等
の
耐
震
診
断

方
法

※
市
の
無
料
簡
易
耐
震
診
断
を
事
前
に
受

診
し
て
く
だ
さ
い
。

●
耐
震
改
修

▼
対
象
建
築
物　

木
造
住
宅
で
昭
和
56
年

５
月
31
日
以
前
に
着
工
さ
れ
た
戸
建
て
住

宅
ま
た
は
兼
用
住
宅
で
耐
震
性
が
不
足
し

て
い
る
も
の

※
建
築
基
準
法
に
適
合
し
て
い
る
ほ
か
、

所
有
者
、
階
数
、
工
法
、
耐
震
診
断
な
ど

一
定
の
基
準
が
あ
り
ま
す
。

▼
補
助
金
額　

耐
震
改
修
工
事
費
用
の

15
･
２
％
の
額（
予
算
の
範
囲
内
で
、
35

万
円
を
限
度
）

▼
対
象
工
事　

 

（
財
）日
本
建
築
防
災
協

会
の「
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
と
補
強
方

法
」に
よ
る
耐
震
改
修
設
計
で
市
が
認
め

た
改
修
工
事

※
耐
震
診
断
者
と
工
事
施
工
者
は
、
建
築

士
資
格
や
建
設
業
登
録
の
要
件
が
あ
り
ま

す
。

※
工
事
を
始
め
て
か
ら
補
助
申
請
は
で
き

ま
せ
ん
。
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

【
耐
震
診
断
・
耐
震
改
修
共
通
】

▼
申
し
込
み　

補
助
金
等
交
付
申
請
書

（
建
築
指
導
課〈
市
役
所
５
階
〉に
あ
る
）に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
必
要
書
類
を
添

付
し
て
、
直
接
建
築
指
導
課
へ

市民の皆さん、こんにちは。市長の島村です。
梅雨も折り返しを過ぎ、いよいよ本格的な夏の到
来を迎えますが、いかがお過ごしでしょうか。
夏といえば、クーラーや扇風機などの冷房器具を
使い、いかに涼しく過ごすかを考えてしまいますが、
あえて暑さを楽しんでみてはいかがでしょうか。ま
ず、お勧めなのは夏祭り。ことしも恒例の「上尾夏
まつり」や「平方のどろいんきょ」が開催されます。
毎年わたしも参加させていただいていますが、汗を
飛び散らせ、肩をぶつけながらみこしを担ぐ姿を見
ると、暑い中でもすがすがしさを覚えます。またみ

・

こ
・
し
・
を降ろし、車座になって笑顔で語り合う姿は、

見ているこちらまで仲間になったような気持ちにさ
せてくれます。祭りは、古くから悪疫退散や五穀豊

ほう

穣
じょう

を願う祭礼ですが、1年に1回、懐かしい仲間と
集う機会と元気になれる活力を与え、さらには互い
の垣根を外し、地域を一つにしてくれるとても大切

なものです。
そして花火も忘れてはならない夏の風物詩です。
ことしも多くの企業・団体・個人の皆さんに協賛を
頂き、「あげお花火大会」が開催されます。また8月
1日（日）には原市地区の皆さんが協力し、ことしで
29回目を迎える「原市花火大会」も開催されます。上
尾の夜空を彩る赤・青・緑の光と、屋台から漂うお
いしそうなにおいは、市内外から訪れるすべての人
を笑顔にしてくれます。JR上尾駅の駅舎も生まれ
変わり、電車で花火を見に来るお客さんを新しい‶上
尾の顔"として迎えられるようになりました。
毎年当たり前のように楽しめる夏祭りや花火大会
は、開催するために何度も会議を開き、当日の運営
や警備、翌日のごみ拾いなど、皆さんの笑顔をたく
さんのボランティアが支えてくれています。少しで
も安全で楽しい催しとなるよう、マナーを守って楽
しむことも大切ではないでしょうか。
ここ数年埼玉県は暑さで
注目されていますが、夏だ
からこそ暑さを楽しみ、冷
房器具は少しお休みして、
五感で夏の風物詩を感じて
みてはいかがでしょうか。
ただし熱中症には十分ご注
意ください。

暑さを楽しむ
市長　島 村　　穰　

みこしを担ぐ島村市長（中央）
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税は納期限内に納めましょう！
⇨納税課（ 775-5135 ･ 775-9846)市税・国民健康保険税の納付は、

近くのコンビニや金融機関で
●対象税目　市・県民税（普通徴
収分）、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税、国民健康保険税
●納付場所
・市役所、各支所・出張所
・市指定金融機関（埼玉りそな銀
行）
・市収納代理金融機関
　みずほ銀行、三菱東京UFJ 銀
行、三井住友銀行、りそな銀行、
群馬銀行、足利銀行、武蔵野銀
行、東和銀行、栃木銀行、大光
銀行、埼玉縣信用金庫、川口信
用金庫、青木信用金庫、城北信
用金庫、中央労働金庫、あだち
野農業協同組合
○ゆうちょ銀行、郵便局（埼玉
県、東京都、神奈川・千葉・群
馬・茨城・栃木・山梨各県の各
ゆうちょ銀行と郵便局）　※納期
限内のものに限ります。
○全国のコンビニエンスストア
　am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルKサンクス、スリーエイト、スリー
エフ、生活彩家、セーブオン、セブン -イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤ
マザキデイリーストアー、ローソン

納税は安全・便利・確実な口座振替を！

　市税をあなたに代わって銀行や郵便局の預（貯）金口
座から自動で振り替え納税することができ、大変便利
です。
●申し込み
「口座振替依頼書・自動払込利用申込書」（納税通知
書に同封〈見本参照〉）に必要事項を記入・押印して、
取扱金融機関の窓口か納税課（市役所2階）または各支
所・出張所へ
●必要なもの
「口座振替依頼書・自動払込利用申込書」、引き落と
しをする通帳、通帳の届け出印、納税通知書

未納者へ納税の呼び掛けを実施中 ⇨収納サポートセンター（ 775-5111内線298)

　市税の納期限を過ぎても納付を確認することができない人に、収納サ
ポートセンターのオペレーター（電話催告員）が、電話で納期限が過ぎて
いることをお知らせし、早期の納付をお願いしています。電話催告は土・
日曜日も行います。忙しい時間帯に連絡をしたり、納付済みの行き違い
があるかもしれませんが、ご理解とご協力をお願いします。

　市が口座を指定して振り込みを求めたり、ATM（現金自動預払機）の
振り込み操作を指示したりすることは絶対にありません。このような振
り込め詐欺には十分注意してください。

「振り込め詐欺」にご注意！

〔見本〕口座振替依頼書・自動払込利用申込書

電話で納付を呼び掛けるオペレーター

コンビニで納付するときは見本①～③にご注意ください。

上尾 本町 上尾 本町

22 5 15

422-422-123456
○○　○○

○○　○○
422-422-123456

1 2 3 4 5 6 7

3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1

口座　名義
コウザ　　メイギ

22 3

上尾市本町３－１－１
０４８　　７７５　　５１３５

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

口座　名義
コウザ　　メイギ

22 3

口
座

口
座

22 5 15

422-422-123456
○○　○○

123456

上尾市本町３－１－１
０４８　　７７５　　５１３５

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

口座　名義
コウザ　　メイギ

22 3

112194
平成22年度（当年度分）

123456
3期

26,000

6 平成22年9月30日

123456789123456789123456789123456789123
45678912345678912345678912345678912345678912

○○　○○　様

（91）1234567891234567891234567891
110330-0-026000-7

固定資産税・都市計画税

平成22年度（当年度分）

○○　○○　様

123456

26 ,000

平成22年9月30日

○○　○○　様

３期
123456

26,000

平成22年9月30日

123456 1301

3期

平成22年度（当年度分）
固定資産税・都市計画税

３期

② ③

①〔見本〕納税通知書 30万円以内

バーコードが印字されている 金額に訂正がない
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市
政
に
苦
情
が
あ
る
と
き―

―

市
政
相
談
委
員
制
度
の
ご
利
用
を

自
治
振
興
課　

７
７
５-

４
５
９
７

　

７
７
５-

９
８
１
９

　

市
政
相
談
委
員
制
度
と
は
、
市
政
へ
の

苦
情
を
市
政
相
談
委
員
が
受
け
て
、
公

正
、
中
立
的
な
立
場
で
処
理
し
、
行
政
の

制
度
上
に
問
題
が
あ
る
場
合
は
、
市
に
改

善
や
是
正
を
促
す
も
の
で
す
。

▼
手
続
き　

市
役
所
、
各
支
所
・
出
張

所
、
主
な
公
共
施
設
に
あ
る「
苦
情
申
立

書
」に
記
入
し
て
、
自
治
振
興
課（
市
役
所

４
階
）か
各
支
所
・
出
張
所
へ（
郵
便
も
可
）

▼
申
し
立
て
で
き
る
人　

市
政
へ
の
苦
情

で
直
接
利
害
の
あ
る
人（
原
因
に
な
っ
た

事
実
の
あ
っ
た
日
か
ら
１
年
以
内
の
も
の

に
限
る
）

「
市
長
へ
の
は
が
き
」

―

あ
な
た
の
声
を
市
政
に―

自
治
振
興
課　

７
７
５-

４
５
９
７

　

７
７
５-

９
８
１
９

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら

れ
る
多
く
の
意
見
を
で
き
る
だ
け
市
政
に

取
り
入
れ
、「
心
の
触
れ
合
い
、
優
し
さ

を
大
切
に
し
た
活
力
あ
る
豊
か
な
上
尾
」

を
つ
く
り
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

市
に
対
し
て
感
じ
て
い
る
こ
と
や
、
望

む
こ
と
な
ど
を「
市
長
へ
の
は
が
き
」（
写

真
）に
記
入
し
て
、
意
見
を
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。

　

昨
年
度
は
、
２
７
４
件
の
貴
重
な
意
見

を
頂
き
ま
し
た
。
意
見
の
内
訳
は
、
交
通

関
係
46
件
、
環
境
関
係
33
件
、
教
育
関
係

36
件
、
福
祉
関
係
41
件
、
土
木
関
係
27

件
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
関
係
22
件
、
そ
の
他

69
件
で
し
た
。
こ
の
う
ち
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
通
じ
て
、
電
子
メ
ー
ル
で
頂
い

た
も
の
は
１
２
６
件
で
し
た
。

　
「
市
長
へ
の
は
が
き
」は
、
総
合
案
内

窓
口（
市
役
所
1
階
）、
各
支
所
・
出
張

所
、
図
書
館
、
市
民
体
育
館
、
文
化
セ

ン
タ
ー
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、

イ
コ
ス
上
尾
で
配
布
し
て
い
ま
す
。
切

手
を
張
ら
ず
に
、
そ
の
ま
ま
投と
う

函か
ん

し
て

く
だ
さ
い
。

こ
ど
も
医
療
費
の
助
成
対
象
を
拡
大

子
ど
も
家
庭
課　

７
７
５-

５
１
２
０

　

７
７
４-

５
３
４
２

　

平
成
22
年
10
月
診
療
分
か
ら
、
小
・
中

学
生
の
通
院
の
医
療
費
も
、
こ
ど
も
医
療

費
の
助
成
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
助
成
を
受
け
る
に
は
、
こ
ど
も
医

療
費
受
給
資
格
証
が
必
要
で
す
。
対
象
と

な
る
子
ど
も
の
保
護
者
に
は
、
７
月
下
旬

に
受
給
資
格
認
定
申
請
書
を
郵
送
し
ま

す
。

▼
申
請
方
法　

受
給
資
格
認
定
申
請
書
に

対
象
の
子
ど
も
の
保
険
証
の
写
し
を
添
付

し
、
８
月
20
日（
金
）ま
で
に
同
封
の
返
信

用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。
９
月
下

旬
に
受
給
資
格
証
を
郵
送
し
ま
す
。

　東武バスウエストが担当している市内循環バス “ ぐるっとく
ん ”の下記の路線では、バス共通カードは使えません。ICカード
「PASMO」は引き続き利用できます。

▼対象路線　大石・大谷・平方・東西（右回り）循環

▼担当バス会社　東武バスウエスト

▼問い合わせ先　東武バスウエスト
　上尾営業所（ 725-1044 ･ 726-4945)
※ “ ぐるっとくん ” 以外の東武バスウエ
ストの路線ではバス共通カードは7月31
日(土)まで使えます。

市内循環バス “ぐるっとくん ”
バス共通カードは使えません

⇨市民安全課（ 775- 5138 ･ 775- 9927)

　町谷第一土地区画整理組合では保留地を公売
します。保留地公売案内書は、区画整理課（市役
所5階）と同土地区画整理組合事務所で配布し
ています。保留地は購入後、直ちに建築できま
す。

●町谷第一土地区画整理組合（抽選）
　所在地：上60-2　 775-8727 ･ 775-8764

▼対象　個人または法人

▼抽選参加申し込み　
7月14日（水）～22日（木）午前10時～午後4時（17
日〈土〉・19日〈祝〉を除く）

▼抽選会　
7月25日（日）午前10時～（午前9時30分から受け
付け）

№ 面積（㎡） 単価（円） 総額（円）
1 129.45 132,000 17,087,400

保留地公売　１区画保留地公売　１区画



8

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
の
皆
さ
ん
へ

⇩
保
険
年
金
課
高
齢
者
医
療
担
当

　
　
　
（
市
役
所
１
階
10
番
窓
口
）

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

保
険
料
率
が
改
定

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
２
年
ご

と
に
保
険
料
率
を
決
め
る
こ
と
に
な
っ
て

お
り
、
平
成
22･

23
年
度
の
県
の
新
し

い
保
険
料
率
が
決
ま
り
ま
し
た（
表
１
参

照
）。
こ
れ
に
基
づ
く
平
成
22
年
度
の
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
の
決
定
通
知
書

兼
納
入
通
知
書
は
、
7
月
中
旬
に
郵
送
し

ま
す
。

　

保
険
料
は
す
べ
て
の
被
保
険
者
に
掛
か

り
ま
す
。
保
険
料
額
は
被
保
険
者
が
等
し

く
負
担
す
る「
均
等
割
」と
、
所
得
に
応
じ

て
負
担
す
る「
所
得
割
」の
合
計
で
計
算
し

ま
す
。
均
等
割
額
と
所
得
割
率
は
、
原
則

と
し
て
県
内
は
均
一
で
す
。
年
間
の
保
険

料
の
限
度
額
は
50
万
円
で
、
世
帯
主
や
被

保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
保
険
料
が
軽
減

さ
れ
ま
す
。

年
金
天
引
き
か
ら

口
座
振
替
へ
変
更
で
き
ま
す　

　

保
険
料
が
年
金
天
引
き（
特
別
徴
収
）さ

れ
て
い
る
人
と
、
こ
れ
か
ら
年
金
天
引
き

が
開
始
さ
れ
る
人
は
、
支
払
い
方
法
を
口

座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す（
年
金
天
引
き

を
希
望
す
る
場
合
は
、
手
続
き
不
要
）。

※「
年
金
天
引
き
」「
口
座
振
替
」の
ど
ち
ら

も
支
払
う
保
険
料
額
は
同
じ
で
す
。

■
変
更
手
続
き

　

①
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
付
方
法

変
更
申
出
書
②
口
座
振
替
依
頼
書（
①
②

と
も
保
険
年
金
課
に
あ
る
、
郵
送
も
可
）

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
保
険
証
、
預

（
貯
）金
通
帳
、
口
座
届
け
出
印
を
持
参
し

て
、
保
険
年
金
課
へ　

■
留
意
点

●
年
金
天
引
き
の
場
合
は
、
保
険
料
が
年

金
受
給
者
自
身
の
社
会
保
険
料
控
除
に
な

り
ま
す
が
、
口
座
振
替
の
場
合
は
、
口
座

振
替
で
支
払
っ
た
人
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
世
帯
全
体
の
所
得
税
や

住
民
税
が
減
額
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

区　分 平成20・
21年度

平成22・
23年度 比　較

均等割
（被保険者が
等しく負担）

（年間）
42,530円

（年間）
40,300円

（年間）
2,230円減

所得割
(被保険者の
所得に応じ
て負担 )

7.96％ 7.75％ 0.21％減

【表１】保険料率の比較

す
。

●
変
更
手
続
き
を
し
て
か
ら
、
年
金
天
引

き
が
中
止
さ
れ
る
ま
で
に
は
３
、４
カ
月

か
か
り
ま
す
。

●
支
払
い
方
法
を
口
座
振
替
に
変
更
し
た

後
、
残
高
不
足
な
ど
に
よ
り
引
き
落
と
し

が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
年
金
天
引
き

に
戻
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

新
し
い
保
険
証
は

７
月
下
旬
に
郵
送　

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証（
保
険

証
）は
、
８
月
１
日（
日
）に
更
新
に
な
る

の
で
、
新
し
い
保
険
証
を
７
月
下
旬
に

郵
送
し
ま
す
。
記
載
内
容（
住
所
、
氏
名

な
ど
）と
裏
面
の
注
意
事
項
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

　

有
効
期
限
が
過
ぎ
た
保
険
証
は
、
保
険

年
金
課
ま
た
は
各
支
所
・
出
張
所
へ
返
却

す
る
か
、
は
さ
み
な
ど
で
切
っ
て
処
分
し

て
く
だ
さ
い
。

■
負
担
割
合

　

保
険
証
に
は
、
医
療
機
関
な
ど
で
受
診

す
る
際
の
窓
口
負
担
割
合
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
割
合
は
、
世
帯
状
況
と
平

成
21
年
中
の
市
・
県
民
税
の
課
税
標
準
額

に
応
じ
て
判
定
し
ま
す（
表
２
参
照
）。

　

現
役
並
み
所
得
者（
３
割
負
担
）で
あ
っ

て
も
、
収
入
を
考
慮
し
た
再
判
定
の
基
準

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す（
表
３
参
照
）。
該

当
す
る
場
合
、
医
療
機
関
な
ど
で
受
診
す

る
際
の
窓
口
負
担
割
合
が
１
割
に
な
り
ま

す
の
で
、
保
険
年
金
課
へ
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

※
申
請
に
は
、
保
険
証
と
確
定
申
告
書

の
写
し
な
ど
収
入
の
分
か
る
も
の（
公
的

年
金
以
外
の
収
入
の
あ
る
人
）が
必
要
で

す
。

【表2】負担割合を判定する所得基準

区 分 医療機関の
窓口負担

市県民税
課税標準額

一般・
低所得者 １割 145万円

未満

現役並み
所得者 3割 145万円

以上

※一般所得者＝住民税課税世帯、
低所得者＝住民税非課税世帯。
※負担割合は、同一世帯に属する被保
険者だけの所得と収入で判定します。

【表3】後期高齢者医療制度・負担割合の再判定基準

世帯の状況
収入額

（必要経費などを差し引く
前の収入額の合計）

負担割合

被保険者が2人以上 各被保険者の収入額合計が
520万円未満

１割

被保険者が1人 383万円未満

被保険者が1人
（同一世帯内に70～
74歳の人がいる）

ほかの世帯員（70 ～ 74歳の
人）を含めた収入が520万円
未満

７
７
５-

５
１
２
５

７
７
５-

９
８
２
７
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に
戻
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減

（
非
自
発
的
失
業
者
）

　

解
雇
や
倒
産
な
ど
で
離
職
を
余
儀
な
く

さ
れ
た「
非
自
発
的
失
業
者
」は
、
国
民
健

康
保
険（
国
保
）税
の
算
定
、
高
額
療
養
費

な
ど
の
所
得
区
分
判
定
で
、
前
年
給
与
所

得
を
１
０
０
分
の
30
と
し
て
算
定
す
る
軽

減
制
度
が
本
年
度
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

■
軽
減
対
象
者

　

次
の
①
〜
③
の
す
べ
て
を
満
た
す
、
平

成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離
職
し
た
人

①
国
保
加
入
者

②
離
職
時
点
で
65
歳
未
満

③
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の「
理
由
」欄

の
コ
ー
ド
が
次
の
い
ず
れ
か
で
あ
る

↓
11
、
12
、
21
、
22
、
23
、
31
、
32
、

33
、
34（
特
定
受
給
資
格
者
と
特
定
理
由

離
職
者〈
非
自
発
的
失
業
者
〉に
対
応
す
る

離
職
理
由
コ
ー
ド
）

※
離
職
理
由
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
適
用
期
間

　

離
職
日
の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま
で

で
、
国
保
の
資
格
を
喪
失
し
た
時
点（
社

会
保
険
加
入
な
ど
）で
終
了
で
す
。

※
制
度
が
始
ま
る
前
１
年
以
内（
平
成
21

年
３
月
31
日
以
降
）に
離
職
し
た
人
は
、

平
成
22
年
度
だ
け
軽
減
さ
れ
ま
す
。

■
申
告
方
法

　
「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」を
持
参
し

て
、
保
険
年
金
課
へ　

国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
皆
さ
ん
へ

⇩
保
険
年
金
課
国
保
資
格
・
課
税
担
当

　
　
　
　
　
（
市
役
所
１
階
８
番
窓
口
）

新
し
い
高
齢
受
給
者
証（
藤
色
）を

７
月
下
旬
に
郵
送

　

国
民
健
康
保
険（
国
保
）高
齢
受
給
者

証（
藤
色
）は
、
８
月
１
日（
日
）に
更
新

に
な
る
の
で
、
新
し
い
高
齢
受
給
者
証

を
７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
有
効
期
限

が
過
ぎ
た
高
齢
受
給
者
証
は
、
保
険
年
金

課
ま
た
は
各
支
所
・
出
張
所
へ
返
却
し
て

く
だ
さ
い
。

■
負
担
割
合

　

国
保
加
入
者
は
、
70
歳
の
誕
生
日
の
翌

月（
１
日
生
ま
れ
は
誕
生
月
）か
ら
75
歳
の

誕
生
日
の
前
日
ま
で
は
、
高
齢
受
給
者
証

を
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
提
示
す
る
こ

と
で
、１
割（
平
成
23
年
４
月
か
ら
は
２
割
）

ま
た
は
３
割
負
担
に
な
り
ま
す
。
負
担
割

合
を
判
定
す
る
所
得
基
準
は
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
と
同
様
で
す（
８
ペ
ー
ジ
表

２
参
照
）。
負
担
割
合
の
判
定
は
、
同
一

世
帯
に
属
す
る
70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
国

保
加
入
者
の
所
得
を
基
に
行
う
た
め
、
同

一
世
帯
の
人
は
同
じ
負
担
割
合
に
な
り
ま

す
。

※
75
歳
の
誕
生
日
か
ら
は
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
負
担
割
合
の
再
判
定

　

現
役
並
み
所
得
者（
３
割
負
担
）で
も
、

収
入
を
考
慮
し
た
負
担
割
合
の
再
判
定
基

準
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す（
表
４
参
照
）。

　

該
当
す
る
人
は
、
次
の
①
〜
③
を
持
参

し
て
、
保
険
年
金
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

①
国
保
被
保
険
者
証（
保
険
証
）

②
国
保
高
齢
受
給
者
証

③
公
的
年
金
以
外
の
収
入
が
あ
る
人
は
、

確
定
申
告
書
の
写
し
な
ど
収
入
の
分
か
る

も
の

　

同
一
世
帯
内
の
70
歳
以
上
の
人
が
国
保

を
加
入
・
脱
退
し
た
場
合
や
所
得
額
の
変

更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
負
担
割
合
を
さ
か

の
ぼ
っ
て
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
は
、
保
険
証

【表4】 国保・負担割合の再判定基準

世帯の状況
収入額

（必要経費などを差し引
く前の収入額の合計）

負担割合

70 ～ 74歳の国保
加入者が2人以上

該当者の収入合計が
520万円未満

１割　
（平成23年
4月以降
は2割）

70 ～ 74歳の国保
加入者が1人 383万円未満

70～ 74歳の国保加入
者が1人、かつ同一
世帯内に後期高齢者
医療制度に移行した
旧国保加入者がいる

後期高齢者医療制
度に移行した旧国
保加入者を含めた
収入合計が520万円
未満

と
高
齢
受
給
者
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ

い
。年

金
天
引
き
か
ら

口
座
振
替
へ
変
更
で
き
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
税
が
年
金
天
引
き（
特

別
徴
収
）さ
れ
て
い
る
人
と
、
こ
れ
か
ら
年

金
天
引
き
が
開
始
に
な
る
人（
７
月
上
旬

に
発
送
す
る
納
税
通
知
書
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
）は
、
支
払
い
方
法
を
口
座
振
替
に

変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
年
金
天
引

き
を
希
望
す
る
人
は
手
続
き
不
要
）。

※「
年
金
天
引
き
」と「
口
座
振
替
」の
ど
ち

ら
も
年
税
額
は
同
じ
で
す
。

■
変
更
手
続
き

　

①
特
別
徴
収
中
止
申
出
書
②
口
座
振

替
依
頼
書（
①
②
と
も
保
険
年
金
課
に
あ

る
、
郵
送
も
可
）に
必
要
事
項
を
記
入
の

上
、
保
険
証
、
預（
貯
）金
通
帳
、
口
座
届

け
出
印
を
持
参
し
て
、
保
険
年
金
課
へ　

■
留
意
点

●
年
金
天
引
き
の
場
合
、
納
付
さ
れ
た
保

険
税
は
年
金
受
給
者
自
身
の
社
会
保
険
料

控
除
に
な
り
ま
す
が
、
口
座
振
替
の
場
合

は
、
口
座
振
替
で
支
払
っ
た
人
に
適
用
さ

れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
世
帯
全
体
の
所

得
税
や
住
民
税
が
減
額
に
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

●
手
続
き
後
、
年
金
天
引
き
が
中
止
さ
れ

る
ま
で
に
は
３
、４
カ
月
か
か
り
ま
す
。

●
支
払
い
方
法
を
口
座
振
替
に
変
更
し
た

後
、
残
高
不
足
な
ど
に
よ
り
引
き
落
と
し

が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
年
金
天
引
き

７
７
５-

９
８
２
７

７
７
５-

５
１
３
６
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国
民
健
康
保
険（
国
保
）、
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
加
入
者
が
、
月
ご
と
の
医
療
費

の
一
部
負
担
金
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
、

年
齢
と
所
得
に
応
じ
た
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
た
分
が
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給

さ
れ
ま
す
。　
　
　

　

医
療
機
関
に
入
院
し
た
場
合
、
窓
口
で

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」「
標
準
負
担
額
減
額

認
定
証
」を
提
示
す
る
こ
と
で
、
医
療
費
の

一
部
負
担
金
の
支
払
い
は
、
高
額
療
養
費

の
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
、
食
事

負
担
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

※
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど
の
保
険
診
療
外
や

食
事
負
担
額
は
別
途
負
担
が
必
要
で
す
。

　

現
在
の
認
定
証
は
７
月
31
日（
土
）で
有

効
期
限
が
切
れ
る
た
め
、
必
要
な
人
は
あ

ら
た
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
で
、
現

在
認
定
証
を
持
ち
、
交
付
要
件
を
満
た
す

人
に
は
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。

※
70
歳
以
上
の
一
般
・
現
役
並
み
所
得
の

国
保
加
入
者
は
、
高
齢
受
給
者
証
が
限
度

額
適
用
認
定
証
と
同
様
の
効
力
が
あ
り
ま

す
。

※
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
の
一

般
・
現
役
並
み
所
得
者
は
被
保
険
者
証
が

限
度
額
適
用
認
定
証
と
同
様
の
効
力
が
あ

り
ま
す
。

▼
対
象　

国
保
加
入
者（
70
歳
未
満
は
国
保

税
完
納
者
、
70
歳
以
上
は
住
民
税
非
課
税

世
帯
）、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者

（
住
民
税
非
課
税
世
帯
）

▼
申
し
込
み　

被
保
険
者
証
を
持
参
し

て
、
保
険
年
金
課（
市
役
所
１
階
、
国
保
加

入
者
は
８
番
窓
口
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
加
入
者
は
10
番
窓
口
）へ

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度
と

若
年
者
納
付
猶
予
制
度

保
険
年
金
課　

７
７
５-

５
１
３
７

　

７
７
５-

９
８
２
７

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
で
国
民
年
金
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
は
、
申

請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予

に
な
る「
保
険
料
免
除
制
度
」や「
若
年
者
納

付
猶
予
制
度
」を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
保
険
料
免
除
制
度

　

保
険
料
の
全
額
が
免
除
さ
れ
る「
全
額
免

除
」と
保
険
料
の
一
部
が
免
除
さ
れ
る「
４

分
の
３
免
除
」「
半
額
免
除
」「
４
分
の
１
免

除
」が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

（
学
生
を
除
く
）

①
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年
の
所

得
が
一
定
額
以
下

②
天
災
や
失
業
な
ど
の
事
由
で
納
付
が
著

し
く
困
難

③
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
以
外
の

扶
助
な
ど
を
受
け
て
い
る

④
地
方
税
法
上
の
障
害
者
ま
た
は
寡
婦

で
、
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以
下

⑤
特
別
障
害
給
付
金
を
受
け
て
い
る

●
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　

30
歳
未
満
の
人
で
、
本
人
と
配
偶
者
の

所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
は
、
承
認
さ

れ
る
と
保
険
料
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

【
共
通
事
項
】

▼
承
認
の
効
果

①
承
認
期
間
は
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
に

必
要
な
期
間（
最
低
25
年
）に
含
ま
れ
る

②
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
対
象
期

間
に
な
る

※
保
険
料
の
一
部
を
免
除
さ
れ
た
場
合
、

保
険
料
を
納
付
し
な
い
月
は「
未
納
期
間
」

に
な
り
ま
す
。

③
年
金
額
に
一
部
反
映
さ
れ
る（
若
年
者
納

付
猶
予
制
度
は
、
年
金
額
へ
の
反
映
は
あ

り
ま
せ
ん
）

▼
承
認
期
間　

平
成
21
年
度
分（
平
成
21
年

7
月
〜
平
成
22
年
6
月
）／
7
月
31
日（
土
）

ま
で
申
請
可
能
、
平
成
22
年
度
分（
平
成

22
年
7
月
〜
平
成
23
年
6
月
）／
7
月
1
日

（
木
）〜
平
成
23
年
7
月
31
日（
日
）ま
で
申

請
可
能

▼
申
し
込
み　

年
金
手
帳
と
印
鑑
を
持
参

し
て
、
保
険
年
金
課
年
金
担
当（
市
役
所
１

階
９
番
窓
口
）ま
た
は
各
支
所
・
出
張
所
へ

▼
特
例
免
除

　

失
業
し
た
場
合
は
、
雇
用
保
険
の「
受
給

資
格
者
証
の
写
し
」か「
離
職
票
の
写
し
」を

提
出
す
る
こ
と
で
、
失
業
者
の
所
得
を
除

外
し
て
審
査
し
ま
す
。

▼
留
意
点

①
前
年
度
、
特
例
免
除
に
よ
り
免
除
が
承

認
さ
れ
た
人
、
一
部
免
除
が
承
認
さ
れ
た

人
で
、
引
き
続
き
免
除
を
希
望
す
る
人
は

再
度
申
請
が
必
要
で
す
。

②
平
成
21
年
１
月
１
日
以
降
に
転
入
し
た

人
は
、
所
得（
課
税
・
非
課
税
）証
明
書
な

ど
前
年
所
得
と
所
得
控
除
額
が
明
ら
か
な

書
類
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
追
納　

承
認
期
間
の
保
険
料
は
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
付
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
承
認
期
間
か
ら
３
年
度
目
以
降
の
追
納

は
加
算
額
が
あ
り
ま
す
。

今
年
は
10
月
1
日（
金
）

に
平
成
22
年
国
勢
調
査

が
あ
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は『
広
報
あ
げ
お
』

９
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

⇨庶務課統計担当（ 775-4989・ 775-9819）

国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
の

高
額
療
養
費
、
入
院
時
の
窓
口
負
担

　

 

国
保
給
付
担
当　
　
　

７
７
５-

５
１
３
６

　

 

高
齢
者
医
療
担
当　
　

７
７
５-

５
１
２
５

　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　

７
７
５-

９
８
２
７

保
険
年
金
課

に
平
成
22
年
国
勢
調
査

が
あ
り
ま
す
。
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介
護
保
険　

65
歳
以
上
の
皆
さ
ん
へ

高
齢
介
護
課　

７
７
５-

５
１
２
７

　

７
７
６-

８
８
７
２

●
納
入
通
知
書
を
７
月
上
旬
に
郵
送

　

第
１
号
被
保
険
者（
65
歳
以
上
）へ「
納

入
通
知
書（
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知

書
）」を
７
月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す
。
具
体

的
な
納
め
方
は
、
同
封
の
し
お
り
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　

平
成
22
年
度
中
に
65
歳
を
迎
え
、
老
齢

基
礎
年
金
、
退
職
年
金
、
遺
族
年
金
、
障

害
年
金
の
受
給
が
６
月
以
降
に
始
ま
る
人

は
、平
成
23
年
２
月
ま
で
は
普
通
徴
収（
納

付
書〈
コ
ン
ビ
ニ
で
の
納
付
は
不
可
〉か
口

座
振
替
）で
納
付
し
、
平
成
23
年
４
月
以

降
に
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）が
始
ま
り

ま
す（
図
１
参
照
）。

　

第
２
号
被
保
険
者（
40
〜
64
歳
）は
加
入

し
て
い
る
健
康
保
険
の
保
険
料
と
一
緒
に

納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す（
図
２
参

照
）。

●
保
険
料
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ　

保
険
料
は
、
な
ぜ
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
か
？

Ａ　

介
護
保
険
制
度
で
は
、
40
歳
以
上
の

す
べ
て
の
人
が
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
が
負
担
す
る
保

険
料
で
介
護
保
険
事
業
を
運
営
し
て
い
ま

す
。
介
護
が
必
要
と
な
っ
た
と
き
に
安
心

し
て
利
用
す
る
た
め
に
も
保
険
料
の
納
付

は
大
切
で
す
。
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
介

護
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
際
、
給
付
が
制
限
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

Ｑ　

特
別
徴
収
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

４
・
６
月
の
保
険
料
は
ど
の
よ
う
に
決
ま

る
の
で
す
か
？

Ａ　

保
険
料
決
定
前
の
期
間
を
仮
徴
収
期

間
と
し
、
基
本
的
に
２
月
と
同
額
を
天
引

き
し
、
７
月
の
保
険
料
決
定
後
に
年
額
を

８
月
以
降
の
期
間
で
調
整
し
ま
す
。

Ｑ　

特
別
徴
収
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
口
座

振
替
に
変
更
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い

で
す
か
？

Ａ　

介
護
保
険
料
が
特
別
徴
収
に
な
っ
て

い
る
人
は
、
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
と
は
仕
組
み
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

●
保
険
料
の
納
付
相
談

　

介
護
保
険
料
の
納
付
で
困
っ
た
と
き

は
、
高
齢
介
護
課（
市
役
所
２
階
③
番
窓

口
）へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
本
脳
炎
予
防
接
種

健
康
推
進
課　

７
７
４-

１
４
１
１

（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）　

７
７
６-

７
３
５
５

　

平
成
17
年
か
ら
積
極
的
勧
奨
を
差
し
控

え
て
い
た
日
本
脳
炎
の
定
期
予
防
接
種

が
、「
乾
燥
細
胞
培
養
日
本
脳
炎
ワ
ク
チ

ン
」（
平
成
21
年
６
月
か
ら
使
用
開
始
）の

第
１
期（
６
カ
月
〜
７
歳
６
カ
月
未
満
）に

対
す
る
安
全
性
が
確
認
さ
れ
、
接
種
勧
奨

で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
当
該
ワ
ク
チ
ン
の
供
給
量
が

少
な
い
た
め
、
次
の
対
象
者
か
ら
接
種
を

お
勧
め
し
ま
す
。
ま
た
、
第
１
期
対
象
者

で
海
外
渡
航
な
ど
で
の
感
染
危
険
度
が
あ

り
、
早
期
に
接
種
希
望
の
人
も
接
種
で
き

ま
す
。

　

勧
奨
の
差
し
控
え
に
よ
り
接
種
機
会
を

逃
し
た
人
と
第
２
期（
９
〜
13
歳
未
満
）の

対
象
者
へ
の
経
過
措
置
は
、
厚
生
労
働
省

が
検
討
中
で
す
。
情
報
が
入
り
次
第
、
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
接
種
勧
奨
対
象
者　

３
歳
児（
第
1
期

接
種
対
象
の
標
準
年
齢
）

▼
回
数　

３
回（
１
〜
４
週
の
間
隔
で
２

回
接
種
し
、
お
お
む
ね
１
年
後
に
１
回
接

種
）

▼
費
用　

無
料

▼
持
ち
物　

母
子
健
康
手
帳
、
予
診
票
、

保
険
証

※
予
診
票
は
、
健
康
推
進
課
、
市
民
課
、

各
支
所
・
出
張
所
に
あ
り
ま
す
。

▼
接
種
場
所　

市
内
実
施
医
療
機
関
と
県

内
相
互
乗
り
入
れ
実
施
医
療
機
関

※
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w
w
.m
hlw
.go.jp/qa/kenkou/

nouen/index.htm
l

）に
、「
日
本
脳
炎
ワ

ク
チ
ン
接
種
に
係
る
Ｑ
＆
Ａ　

平
成
22
年

４
月
改
訂
版
」が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【図１】特別徴収（年金天引き）の開始時期

【図2】介護保険料の納付方法

　年金（年額18万円以上）の受給開始が４月の人は、
10月から介護保険料の年金天引きが開始になりま
す。年金の受給開始が6・8・10月の人は平成23年
4月から、12月以降の人は平成23年6月以降から天
引き開始になります。
※受給手続き時期により、下記のとおりにならない
場合があります。
年金支給月
平成22年
4月　　　6月　　10月　   12月  　　4月   6月以降

平成23年

天引き開始◎12月以降受給開始

　第１号被保険者の保険料については高齢介護課
へ、第2号被保険者の保険料については所属する
健康保険へお問い合わせください。

第2号被保険者
（40 ～ 64歳）

第１号被保険者
（65歳以上）

健康保険料と一緒に納付 納付書・口座振替・
年金天引きによる納付

◎受給開始 天引き開始

◎6～ 10月受給開始 天引き開始


